
1

○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
十
号

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
利
用

量
の
調
整
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

な
お
、
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
号
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法

附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
利
用
量
の
調
整
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
利
用
量
の
調
整
方
法
は
、
平
成
十
八
年
度
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
と
し

、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
量
と
し
て
の
イ
に
掲
げ
る
量
に
、
平
成
十
八

年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
量
と
し
て
の
ロ
に
掲
げ
る
量
を
加
え
る
方
法

イ

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
量
を
二
で
除
し
、
こ
れ
を

に
掲
げ
る
率
で
除
し
て
得
た
量
に
、

に
掲
げ
る

(1)

(2)



2

率
を

に
掲
げ
る
率
か
ら
減
じ
た
率
を
乗
じ
て
得
た
量

(1)法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
利
用
の
目
標
量
の
う
ち
平
成
十
八
年
度
に
係
る
部
分
を
す
べ

(1)
て
の
電
気
事
業
者
の
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
電
気
の
供
給
量
の
合
計
量
で
除
し
て
得
た
率

当
該
電
気
事
業
者
の
既
存
利
用
率
を
一
般
電
気
事
業
者
の
う
ち
そ
の
既
存
利
用
率
が
最
も
大
き
い
も
の
の
当
該
既
存

(2)
利
用
率
か
ら
減
じ
た
率

ロ

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
量
を
二
で
除
し
、
こ
れ
を
イ

に
掲
げ
る
率
で
除
し
て
得
た
量
に
、
イ

に
掲

(1)

(2)

げ
る
率
に
五
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
率
を
イ

に
掲
げ
る
率
か
ら
減
じ
た
率
を
乗
じ
て
得
た
量

(1)

二

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
量
を
イ
に
掲
げ
る
率
で
除
し
て
得
た
量
に
、
ロ
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
る
方
法

イ

法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
利
用
の
目
標
量
の
う
ち
当
該
届
出
年
度
に
係
る
部
分
を
す
べ
て

の
電
気
事
業
者
の
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
電
気
の
供
給
量
の
合
計
量
で
除
し
て
得
た
率

ロ

当
該
電
気
事
業
者
の
既
存
利
用
率
を
一
般
電
気
事
業
者
の
う
ち
そ
の
既
存
利
用
率
が
最
も
大
き
い
も
の
の
当
該
既
存
利

用
率
か
ら
減
じ
た
率
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率

を
、
イ
に
掲
げ
る
率
か
ら
減
じ
た
率



3

平
成
十
九
年
度

五
分
の
三

平
成
二
十
年
度

五
分
の
二

平
成
二
十
一
年
度

五
分
の
一

三

前
号
の
既
存
利
用
率
は
、
平
成
十
四
年
度
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
（
法
第
二
条
第
四
項
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備

に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
用
い
て
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
を
含
む
。
）
の
供
給
量
の

見
込
み
を
当
該
年
度
の
電
気
の
供
給
量
の
見
込
み
で
除
し
て
得
た
率
と
し
て
各
電
気
事
業
者
ご
と
に
別
に
定
め
る
率
と
す
る
。

附

則

こ
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


